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　去る１０月２４～２５日、岡山で開催された第２２回全点協（全国点字図書館協議会）
大会において、全点協（全国点字図書館協議会）から全視情協（全国視覚障害者情報提
供施設協議会）に名称が変更された。
　全点協（全視情協）は、２枚の看板を持っている。もうひとつの看板は、日盲社協（日
本盲人社会福祉施設協議会）の点字図書館部会である。この部会名称も当然、次の通り
変更された。
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　Ａ．点字図書館、三つのバリア

　立花隆氏は『インターネット探検』の
中で、現代および将来の情報の位置づけ
について次のように記している。
　「これまでは人間と物が世界の主たる
構成要素だった。ところがここ１０年く
らいの間に、情報が急速にこの世界の第
３の構成要素として台頭し、経済活動の
相当部分が、情報空間の中で、情報を財
として営まれるようになった。
　ー　中略　ー
　インターネットがどんどん広がってい
くということは、情報空間がどんどん拡
大していくということである。人間の住
む物理空間は、実用的にはせいぜい高層
ビルを作るぐらいしか拡大のしようがな
いが、情報空間は、いくらでも拡大して
いくことができる。すでにそれは、イン
ターネット以前の時代に比べると、とて
つもなく広がっており、日々にさらに拡
大しつつある。　
　ー　中略　ー
　人間社会は、いま人類史上かつてない
ほど大きな変貌をとげようとしている。
物理空間を基盤に構成された社会から、
情報空間を基盤に構成される社会に変わ
ろうとしているのである。この変化は、
森を基盤に生活していた縄文人が、畑を
基盤に生活する弥生人にとって代わられ
たよりはるかに大きな変化になるだろう」

　確かに、情報は、いまや人類社会の基
盤をなす重要な構成要素である。
　それゆえ、障害の本質として「情報障

害」というバリアを抱きかかえさせられ
ている視覚障害者にとって、この高度情
報社会はバリア・フルの社会であり、情
報問題の観点からはノーマライゼーショ
ンとはむしろ縁遠くなりつつあるとも言
えよう。
　「点字図書館」は、視覚障害者への情
報提供施設である。「情報障害」という
バリアに立ち向かい「目の代わり」の役
割を果たす使命を担っている。が、点字
図書館自体が情報障害に陥っている。そ
の問題点は以下の３つに整理される。
　１　激変する情報環境に対応できない
　２　人材の育成ができていない
　３　制度が整備されていない

　Ｂ．確かな情報拠点を目指して

　「情報障害」の状態を補完、代替ある
いは緩和しなければ、視覚障害者の社会
参加の困難度は解消されないし、ノーマ
ライゼーションの理念は空しい画餅に終
わる。
　補完、代替に取り組む機関・施設とし
てもっとも可能性の高い位置づけにある
のは、点字図書館である。点字図書館は、
不十分ながらも制度化されており、一施
設当たり最低５人分の人件費が国庫およ
び地方自治体から支出されている。各地
において視覚障害者に頼られる情報拠点
として機能を充実し、発展させるために
は、先述の３つの問題点を解消する対策
が必要である。組織の名称変更は、この
対策のいわば助走にすぎない。以下に３
つのバリアを簡単に見てみたい。

１．部会名称

　旧名称　社会福祉法人　日本盲人社会福祉施設協議会　点字図書館部会
　新名称　社会福祉法人　日本盲人社会福祉施設協議会　情報サービス部会
２．協議会名称

　旧名称  全国点字図書館協議会
　新名称  全国視覚障害者情報提供施設協議会（略称：全視情協）
　なぜ、慣れ親しんだ「点字図書館」という名称を少々言いにくい「全視情協」に変更
する必要があったのか、以下、簡単に説明を試みたい。
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（１）非活字情報への対応

　今や情報は、活字化されるとは限らな
い。むしろ活字化されない情報の方が圧
倒的に多くなるだろう。オン・ラインで
はコンピュータ・データを通信システム
で直接にやりとりし、郵送によるオフ・
ラインではＣＤなどディスクによる情報
が多くなることが予想される。たとえば
ゲームのソフトなどは既にＣＤによるパ
ッケージ・ソフトとして販売されており
好評を博している。辞書類は既にそうだ
が、たぶんいろんな分野に影響を与える
のだろう。今までのような、原本から点
訳・音訳する手法だけでは、視覚障害者
のニーズに対応できないし、情報格差は
拡大する一方だろう。
　映像による情報の問題も大きい。平成
８年１０月からパーフェクＴＶが７０チ
ャンネルの衛星放送を開始した。来年秋
からは、ディレクＴＶが１００チャンネ
ルの通信衛星によるテレビ放送を開始の
予定。その他にも衛星を利用したテレビ
放送やデータ放送が計画されている。こ
れら映像やデータによる情報を視覚障害
者はどのように把握可能だろうか。テレ
ビだから、あるいはデータだから仕方が
ないと諦めて情報格差の拡大に甘んじる
のか。

（２）音声情報

　視覚障害者のうち、点字が読める人は
２０％とも２５％とも言われている。い
うまでもなく、利用率が低くても、点字
を大事にしなければならないが、視覚障
害者の圧倒的多数は、音声情報に依存し
ているのが現状だ。点訳データのフロッ
ピーも点字としてではなく、音声化して
利用する人の方が多い。録音図書の利用
率が高いのはもちろん。さらには、ＪＢ
Ｓ日本福祉放送のようなラジオ・サービ
スも出現し、音声情報によるサービスの
割合は大きくなる一方。
　しかし、音声サービスに関してはマン
パワー部分をはじめ、制度化されていな

い。制度上、放置されていると言える。

（３）マルチ・メディアへの対応

　てんやく広場などネットワーク・シス
テムは基礎的な機能・システムである。
試みから、制度の枠に入れる時期にきて
いる。
　さらに、例えば、活字出版社の協力を
得て、出版用のデータを提供してもらい
点字版用のレイアウトおよび一部修正に
よる、迅速かつ合理的な点字情報の提供
を模索する必要がある。活字原本から直
接に、最初から点字化、録音化する手法
だけではサービスに限度がある。もろも
ろのデータ放送やデータによる諸情報を
コンピュータになじみにくい多くの視覚
障害者が利用し易いように調整し、提供
することも大事なサービス項目だろう。
　設備やシステム、そして職員の技能に
至るまで、情報提供施設（点字図書館）
はマルチ・メディアに対応可能な機能充
実をはからねばならない。

２．人材の育成

　厚生省認可施設は７２施設、全視情協
加盟施設は合計、９０施設。情報提供施
設（点字図書館）に関わるマンパワーは、
約６００人。３５万人の視覚障害者のう
ち、点字図書館利用者は全国平均で、８
％のみ。提供できている情報は、以下の
通り（いずれも、平成６年度の統計）。
　点字で、　６７,０５７タイトル
　録音で、３９９,１８３タイトル
　点字・録音化された情報の提供は、点
字図書館の業務の一部でしかないが、業
務量の目安にはなる。６００人のマンパ
ワーは、多いのか、少ないのか？
　施設の最低基準がなく、職員の研修制
度が未確立なために、私自身を含めて点
字図書館職員の専門性は育っていないこ
とは確かだ。全視情協の状況や製作基準
あるいは製作マニュアルなど標準化の認
識を踏まえて、点訳や音訳の指導が本格
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的にできる職員は、極めて少ない。だか
ら、例えば、点訳や音訳の指導員資格認
定講習会においても、限られた施設の限
られたマンパワーで消化しなければなら
ないという現実がある。つまり、サービ
スの質向上の運動や努力が、一部の施設
一部の人々に集中的に大きな負担となっ
ているということである。障害者福祉に
関する施策や関連法規、障害者の運動（動
き）等への関心も希薄。決定的なことは
障害認識、つまり視覚障害者の全体把握
が皆目できていないことだろう。リハビ
リ部門の職員との障害認識の落差は大き
い。日常の仕事が、原則的に物を相手だ
から仕方ない面はあるだろうが、サービ
スが選択される時代に耐えられるとは思
えない。
　研修制度を、工夫し充実させ、視覚障
害者のことがよくわかり、高度情報社会
における情報提供施設の職員にふさわし
い技能をもつ人材の育成を急がなければ
ならないのである。　

３．制度

　身体障害者福祉施設は、次のように４
分類されている。
　　１．訓練施設（リハビリ施設など）
　　２．作業施設（授産施設など）
　　３．生活施設（盲老人施設など）
　　４．地域利用施設（点字図書館など）
　点字図書館は、法的には身障法：身体
障害者福祉法第３３条に「視聴覚障害者
情報提供施設」として、分類では地域利
用施設に位置づけられている。
　施設整備、機能充実などの予算化基準
や運用に関しては、通称、運営基準といわ
れる「設備及び運営基準」が重要となる。
正確には、身体障害者福祉法第３３条に
基づく「視聴覚障害者情報提供施設」のう
ち、「点字図書館」に係る「設備及び運営基
準」（局長通達）によって予算等が決めら
れ、事業が実施されてゆく。現行運営基
準は最終的には、平成２年１２月１７日

に改正されたものである。しかし、実際
の視覚障害者への情報サービスの実態と
運営基準との間には乖離がみられる。国
レベルの問題もさることながら、運営基
準にない仕事をしているという運営基準
の読み方、盾にした規制により、サービ
スに支障をきたしているとの地方の施設
からの報告がこのところ特に目立つ。
　したがって、運営基準を改訂し、点字
図書館を、視覚障害者の幅広いニーズに
応えられる情報提供施設としてマンパワ
ーを含めて機能充実をはからなければな
らない。少なくとも、各地域において視
覚障害者に頼られる情報拠点を目指す施
設だけでも、機能充実を実現できるよう、
なんとかしたいものだ。
  運営基準改訂を進めるためには、限定
された「点字図書館」という表現ではな
く、身障法第３３条の「視聴覚障害者情
報提供施設」という時代性を踏まえた表
現、考え方で厚生省と相談し合う必要が
ある。
　かつて昭和５８年、やがて訪れる高度
情報社会に対応するために、きわめて限
定された名称を改めて、ネットワーク等
機能充実をはかり脱皮すべきである、と
厚生省から点字図書館に対して提言があ
った。当時の点字図書館には、厚生省提
言を咀嚼する力がなく、対話が成立しなか
った。その後、点字図書館は厚生省に対
して代案等の提言も行わないまま、放置
した。少なくとも、結果的にはそういう
形になってしまった。だれかれの責任の
問題ではなく、点字図書館に関わる私た
ち全員の認識の問題として捉え、この経
験を今後に活かしたい、と私は思う。
　平成２年の福祉８法改正の折、身障法
において点字図書館はその名を消し、設
備運営基準においてのみ扱われることにな
った。それも、聴覚障害者の施設名称が
「聴覚障害者情報提供施設」であるのに
対して、視覚障害者の方は「点字図書館」
と、内容も含めて現状維持にとどまった。
点字図書館は、高度情報社会に向けての
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機能充実の機会を逃したのである。
　例外は除いて原則的に、福祉増進の理
想や思いは、試行錯誤や試みの段階を経
たら制度化しなければ、長期安定のサー
ビスは望めないし、客観性と普遍性を伴
う社会機能としてのサービスとしては結
実しない。
　視覚障害者の場合、障害の本質が情報
障害であるとさえ言われている。だから
こそ、制度を大事に考えるべきである。
そして、制度に規制される受動的な福祉
サービスではなく、障害者の可能性を引
き出し、高めるためのサービスの必然性
に立って制度を常に変えていくような能
動性が大事なような気がする。また、専
門集団の全国組織として、それくらいの
発言力は持つべきだろう。

Ｃ．より確かな情報拠点への助走

　ノーマライゼーションや社会参加を考
えるとき、情報に格差があったのでは、

勝負にならないし、拙い。社会的不利と
してのハンディキャップそのものと言え
る。視覚障害者にとって高度情報社会は
まさにバリア・フルだ。が、そこをなん
とか工夫し、知恵を出し、視覚障害者が
高度情報社会で共に生きられるように情
報提供施設（点字図書館）は努力し、模
索しなければならない。でも、確かなこ
とは、従来の点字図書館の認識とサービ
ス手法では話にならないということであ
る。お互いに時代の大きな変革を認識し
たい。時代に沿い、その時代の情報環境
が求める設備や機能、技能で対応し、豊
かな目の代わりを果たすことが、情報提
供施設（点字図書館）に関わる私たちの
役割である、と考える。
　今回の名称変更は、点字図書館を各地
域における情報の拠点として視覚障害者
からより頼られる施設に脱皮させるため
の方策の一環なのである。いわば、より
確かな情報拠点づくりへの助走なのであ
る。

　ＤＡＩＳＹのフィールドテストがいよいよ開始される。
　ＤＡＩＳＹソフトをインストールしたパソコンで録音編集されたテスト用デジタル録
音図書が、このほど１０タイトル完成した。ＣＤ読書機（Plextalk）も４００台、生産中。
国内外の安全規格にも合格している。近々、全国の視覚障害者情報提供施設（点字図書館）
などでフィールドテストが開始される。各地域の視覚障害者に、デジタル録音図書をＣ
Ｄ読書機（Plextalk）で使用してもらい、改良点等の意見を集約して完成度を高めようと
いうもの。評価方法は、国際統一で行われる。
　日本国内では１００台、海外では３０カ国２００台がフィールドテストのために配布
される。英国ＲＮＩＢは自費でさらに１００台を購入の予定で、積極的な実用化を検討
している。日本国内では、視覚障害者情報提供施設をはじめ、公共図書館、盲学校、国
立身体障害者リハビリテーションセンター、大学入試センター、障害者・ボランティア
グループなど８０カ所が決定している。
　今後の予定としては、フィールドテストを来年５月末まで行い、６月には総括評価国
際会議を日本で開き、国際標準化を促進したいと、委員会では考えている。さらに８月
のＩＦＬＡ：国際図書館連盟大会（コペンハーゲン）では正式決定に持ち込みたいと考
えている。国際標準化が決定すれば、４万円弱で来秋にも発売が可能という。
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　フィールドテスト実施施設
　　　（視覚障害者情報提供施設関係のみ記載。カッコ内は担当者）

　　北海道　北海点字図書館（後藤健市）   
　　
　　東　北　宮城県点字図書館（阿部）
　　　　　　岩手県立点字図書館（佐々木）
　　　　　　山形県立点字図書館（佐藤）                     
        　　　　青森県立点字図書館（五十嵐）                     

        北　陸　石川県視覚障害者協会点字図書館（盛田）       
　　　　　　福井県視力障害者福祉協会点字図書館（兄父）       
        　　　　富山県視覚障害者福祉センター（小原）           

        関　東　日本点字図書館（天野）                           
        　　　　千葉点字図書館（川崎）
　　　　　　茨城県立点字図書館（矢口）                           
　　　　　　東京ヘレン・ケラー協会点字図書館（長谷川）         
　　　　　　埼玉点字図書館（平）                                   
　　　　　　神奈川県ライトセンター（姉崎）                       
　　　　　　横須賀市点字図書館（沢口）                       
        　　　　藤沢市点字図書館（浜田）                         

        中　部　名古屋ライトハウス盲人情報文化センター（河合）             
        　　　　岐阜訓盲協会点字図書館（松居）                 

        近　畿　日本ライトハウス盲人情報文化センター（村井）               
        　　　　神戸市立点字図書館（伊賀）                       
        　　　　京都ライトハウス点字図書館（田中）             
        　　　　滋賀県立点字図書館（谷口）                       
        　　　　兵庫県点字図書館（淡田）                                 

        中四国　岡山県視聴覚障害者福祉センター（小寺）       
        　　　　広島県立点字図書館（眞砂）                     
        　　　　山口県点字図書館（珠山）                         
        　　　　ライトハウス・ライブラリー（本多）               
        　　　　愛媛県視聴覚福祉センター（白石）                 
        　　　　香川県視覚障害者福祉センター点字図書館（香川）             

        九　州　熊本県点字図書館（西田）                     
        　　　　鹿児島県点字図書館（中山）                               
        　　　　福岡点字図書館（白土）                       
        　　　　佐賀県立点字図書館（山下）                               
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　１２月６日（金）、日盲社協理事会・評議員会が合同で開催された。
　各部会報告では、旧・点字図書館部会が１１月１日をもって情報サービス部会に名
称変更、等が報告された。　
　また、情報サービス部会から推薦していた評議員２名についても、理事会の承認が
得られた。
　　新評議員    秋田県点字図書館 館長　　　　　　　　児 玉 俊 二 氏
　　　　　　　石川県視覚障害者協会点字図書館 館長　盛 田 義 弘 氏

　日盲社協から次の方々が受章されました。おめでとうございます。
　　叙勲　　勲３等瑞宝章　　　板 山 賢 治 氏（理事長）
　　褒賞　　毎日社会福祉顕彰　五十嵐光雄氏（理事）
　　　　　　厚生大臣賞　　　　川 野 楠 己 氏（企画委員）

●板山理事長、ＮＨＫラジオ（第１放送）出演

　板山賢治日盲社協理事長がＮＨＫラジオ放送の「人生読本」に出演されました。
放送は、平成８年１２月９日（月）・１０日（火）・１１日（水）の３日間で、時
間帯は午前５：４５～６：００でした。

●手で見る彫刻展　－ 第５回グループ蒼土 －

　日盲社協主催の「手で見る彫刻展」が、１２月３日（火）～１５日（日）（１０：
３０～１８：００）、新宿パークタワー１Ｆ、ギャラリー・１で開催された。障害
者週間協賛企画として開かれているもので、オープニング・セレモニーは１２月３
日（火）に行われ、日盲社協、総理府、日本障害者リハビリテーション協会などに
よるテープカットが行われた。

●板山賢治さん叙勲記念特別講演会、３団体共催で行わる

　１２月６日（金）、東京・グランドヒル市ヶ谷において日盲社協理事長 板山賢
治氏の叙勲記念特別講演会ならびに受章祝賀会が開かれた。日盲社協、日盲連、日
盲委３団体による共催で、１００名が参加して行われた。充実した内容の会となり、
好評を博したことも印象的であったが、事実上、日盲連との共催で行われたことは、
今後の視覚障害者福祉に明るい話題を提供したといえる。

日盲社協理事会・評議員会報告

叙勲・褒賞
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活動内容

　平成７年１２月に発足したばかりの委
員会で、「書誌データ管理システム」の
完成を目指して活動中です。１０月の全
点協岡山大会では、第２分科会を担当し、
書誌データ管理システムのデモンストレ
ーションを行いました。今後、テスト版
の完成を待って、全国的にモニターをし
てもらう予定です。
　書誌データ管理システムは、点訳・音
訳の製作段階から図書目録を管理しよう
というものです。そのためには、てんや
く広場の点訳着手情報のデータを活用す
ることも必要です。このたび、「てんや
く広場」特別委員会へも協力を要請しま
した。
　まだまだ他の委員会との連携も必要に
なってきます。ご協力をよろしくお願い
します。

書誌データ管理システムの概要

　では、「書誌データ管理システム」と
はどういうものか。以下に簡単に説明し
ましょう。

    「書誌データ管理システム」

はじめに

　「パソコン」は、今や誰でも知ってい
るごく普通の言葉となりました。当然、
視覚障害者情報提供施設の世界も例外で

はなく、「全国点字図書館実態調査」に
よれば、殆どの施設が業務に何らかの形
でパソコンを導入しています。
　しかし、各施設毎の活用業務や活用程
度には随分と違いがあるようです。特に
図書の管理に関しては、かなり前からパ
ソコンを導入しているところ、検討段階
のところ、全く活用していないところ、
と様々です。
　現在、機械化委員会では、視覚障害者
情報提供施設を対象とした汎用性の高い
「書誌データ管理システム」（仮称）を
開発しています。そして、このシステム
を普及させることによって各施設が使う
書誌データの標準化を図り、業務の能率
化や施設間貸借を進め、最終的に利用者
サービスの向上を目指していきたいと考
えています。

こんなことができます

１書誌データを能率的に作って皆で使う

　製作部門、貸出部門、書誌部門等、そ
れぞれが書誌に関する様々なデータをノ
ートやカードで管理していることと思い
ます。しかし、元は同じ本ですから、書
名や著者名といった事項は同じ筈です。
こういった事項を部門ごとに何度も記入
し直しているのは、合理的とは言えませ
ん。
　このシステムでは、一度入力したデー
タは皆で使えます。例えば書名を最初に

1. 機械化委員会
メンバー紹介

　　委員長　河 村 　 宏（国立リハ研究所／日盲社協企画委員）

　　委　員　辻郷美太郎（長崎県立点字図書館）
　　　　　　古 田 　 圭（日本点字図書館）
　　　　　　荒川　朋子（石川県視覚障害者協会点字図書館）
　　　　　　秋葉　博子（千葉点字図書館）
　　　　　　水 野 　 舜（金沢工業大学情報工学科）



－9－

No.9全視情協通信

一度入力してしまえば、後は他に必要と
なるデータと組み合わせて、あらゆる部
門の業務に使えます。
　しかも、予め書誌データの入っている
ファイル（“ＭＡＲＣ”といいます）を
取り込むことができますから、これを使
えば面倒な書誌データの入力そのものも、
より早く、しかも正確に行なうことがで
きます。

２質問に即答する

　全てのデータは必要に応じて様々な検
索ができますから、色々な質問に早く、
正確に答えることができます。
　例えば
「夏目漱石著の点字図書にはどんなもの
がありますか」
「確か、何とか旅行殺人事件っていう題
名だったような気がするんだけど…」
「海について書かれたエッセイを知りた
い」
　このような質問にもすぐに回答できま
す。

３タイムリーな目録やリストをつくる

　検索した結果はテキストファイルにし
たり用紙に打ち出したりできますから、
必要に応じて様々なリストを作ることが
できます。例えば上記２で検索した結果
を用紙に打ち出せばすぐに回答のリスト
が郵送できますし、全ての蔵書について
書名や著者名順に並べて編集すれば、最
新の蔵書目録となります。また、このシ
ステムは点字表記用データも入力できま
すから、これを用いて点字プリンタで点
字を打ち出すことも可能です。
　その他、背表紙やカセットテープラベ
ル等も、テキストファイルを元にして作
成することができます。

４必要な統計を自動的にとる

　そもそも「コンピュータ」とは「計算
機」のことです。点字・録音別図書製作
数、分類別蔵書数及びタイトル数、除籍

タイトル数、年間受入数等々、統計処理
は当然お手のものです。もちろん結果を
用紙に打ち出すこともできます。

５てんやく広場にアクセスする

　「てんやく広場」に着手情報をアップ
する際、わざわざそれだけのためにデー
タを作っている施設が多いのではないで
しょうか。このシステムはてんやく広場
のデータと互換性がありますから、簡単
な操作でデータのアップロードができま
す。

６共有したデータを活用する

　このシステムが普及すれば皆が同じ書
式のデータを共有することになりますか
ら、例えば他施設のデータを自館図書入
力時に活用したり、地域独自の図書情報
を仕入れたり、というように施設同士で
様々なデータを簡単に交換できます。ま
た、将来の情報ネットワークの発展にも
有利です。

７将来の変化に対応する

　このシステムは、今後、貸出の管理に
も対応していきたいと考えています。ま
た、将来、情報ネットワークの変化に対
応して機能の変更やデータの追加が必要
となる時が来るかも知れません。そこま
で大きな話でなくても、せっかく導入し
たシステムですから、不満なところはど
んどん改良していきたいと考えています。
　システムの開発・改良にかかる手間は、
１施設のためでも１００施設のためでも
同じです。単独では費用や手間の問題で
なかなか踏み切れないシステムの改良も、
皆でやれば１施設当たりの負担が少なく
て済みます。

８システム導入を支援する

　既に書誌をコンピュータで管理してい
る施設がこのシステムに移行しようとし
た時、最大の問題となるのはデータ入力
でしょう。新しいシステムに１からデー
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タを入れ直すには膨大な手間と時間がか
かり、かなり大変な作業となります。そ
こで今回のシステムでは、現在最も多く
の視覚障害者情報提供施設で使用されて
いる図書管理システム“ＬＩＭＡＳＹ”
のデータを、機械的にこのシステムへ読
みこめるようにすることにより、ＬＩＭ
ＡＳＹから新システムへスムーズに移行
できるようになっています。
　また、このシステムは点字図書・録音
図書それぞれ５０万タイトルまで管理で
きる能力を持っていますので、大規模施
設の書誌データ管理にも充分に対応でき
ます。その他、ＰＣ９８、ＤＯＳ／Ｖ、
ＷＩＮＤＯＷＳそれぞれへの対応、周辺
機器の違いに左右されないテキストファ
イルによる帳票の出力など、規模や設備
の異なる各施設が導入できるよう、最大
限の配慮をしています。

ネットワークを考える

　コンピュータによる情報ネットワーク
が最近よく話題になっています。コンピ
ュータ・ネットワークの最大の利点は、
言うまでもなくリアルタイムで様々な情
報をやりとりできることにあります。
　これを視覚障害者情報提供施設の書誌
情報にあてはめてみると、着手情報を含
む図書情報を必要な時すぐに送ったり受
け取ったりできる、ということになりま
す。相互貸借が進んでいる今日、ネット
ワークを無視した形で書誌管理を考える
ことはできません。例えば、全国の書誌
データを検索することにより、その図書
が既に製作されたものかどうかが確認で
き、重複製作を避けることができます。
また、どこの施設にどのような図書があ
るのかをすぐに知ることができます。
　確かに便利です。しかし、忘れてはな
らないのは、あくまで「皆が参加すれば」
できる、ということです。  当たり前の
話ですが、沢山の書誌情報がネットワー
ク上に提供されるから、重複製作なのか
どうかも、どのような図書があるのかも

わかるわけです。仮に１００施設のうち
１０施設しかネットワークに参加してい
なかったら、検索した結果はあくまで
「１０施設の中ではこうなっている」と
いう話ですから、結局残りの９０施設分
は別の方法で探さなければなりません。
これではあまり「便利」とは言えないで
しょう。
　もう少し詳しく考えてみます。いくら
皆が参加しても、肝心の書誌データがき
ちんと整理されていないと便利には使え
ません。例えば、あるはずの図書が検索
しても出てこない、ということがありま
す。データの書き方が一定ではないから
です。ひらがなとカタカナ、全角文字と
半角文字、漢数字とアラビア数字・・・
目で見れば同じでも、機械にとっては全
部「違うもの」です。もうおわかりかと
思います。書誌データを「共有」するた
めには、その書式を統一する必要があり
ます。
　更に長い目で考えてみますと、今後、
情報ネットワークの形態は様々に変化し、
発展していくでしょう。この時、単一の
施設或いは現状のネットワークで使うこ
とだけを前提とした書誌データでは、状
況の変化に対応できず、また他が持って
いる書誌データと情報をやりとりできな
い場合があります。つまり、共有する書
誌データは、できるだけ一般性があり、
かつ将来の変化に対応できる形であるべ
きです。
　たくさんの施設が参加し、たくさんの
情報が共有され、しかもその情報が今後
の変化に対応できる形で整理されていれ
ば、コンピュータによる情報ネットワー
クはたいへん便利に活用できます。その
ために全ての視覚障害者情報提供施設間
で書誌データを標準化していくことがた
いへん重要であることを、ご理解いただ
きたいと思います。



－11－

No.9全視情協通信

これからが肝心

　どんなシステムでも、開発したらそれ
っきり、ということは普通ありません。
まず、プログラム・ミスによる動作異常
の解決が必要です。次に使用しているう
ちに「ここが不便だ」「こんな機能も欲
しい」等々、改良すべき点がでてきます。
開発側はこれらの要望に応えるため「ヴ
ァージョンアップ」と称して何度も何度
も改良を加え、より完成度の高いシステ
ムへと発展させていくのが常識となって
います。

　まして今回の場合は、例えばワープロ
のように既に一定の方式が確立されてい
る分野ではありません。ですから、最初
は不便な点や不備な点があるかも知れま
せん。使用してみて初めてわかる問題点
も出てくるでしょう。そこで、これらの
点について皆で実際に使用しながら時間
をかけて出し合い、改良を重ねていくこ
とがとても重要な作業になります。
　このシステムは「皆でつくって」「皆
で使う」ものなのです。

    動作環境    ・ＰＣ－９８、ＤＯＳ／Ｖ用                         
　　　　　　　　メモリ・・・・・・４ＭＢ以上                     
　　　　　　　 　ハードディスク・・空き容量４０ＭＢ以上           
　　　　　　　　かな漢字変換・・・ＡＴＯＫ                       
　　　　　　・ＷＩＮＤＯＷＳ                                   
　　　　　　　　メモリ・・・・・・８ＭＢ以上                     
　　　　　　　　 ハードディスク・・空き容量４０ＭＢ以上           

    メインメニュー

業  務  選  択

１　図書業務
２　製作中図書業務
３　貸出業務
４　統計業務
５　利用者業務
６　目録作成
７　ラベル印刷
８　環境設定
９　データ管理
＊　 終了                 

晴眼者用システム

【参考】
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書 名 読　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
書　　名　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
書名点表　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
副書名読　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
副 書 名　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
副書名点表［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
叢 書 名　［　　　　　　　　　　　　　　　　　］所蔵館名　［石川視点］
巻　　次　［　　　　　　　　］冊　数［　　　　］貸出条件　［０］
巻次（ソート用）［　　　　　］頁　数［　　　　］
巻次点表　［　　　　　　　　］複本数［　　　　］

著者名１読　［　　　　　　　　　　　　　　　］
著者名１　　［　　　　　　　　　　　　　　　］
著者名１点表［　　　　　　　　　　　　　　　］ 著者種別１［　　　　　　　］
著者名２読　［　　　　　　　　　　　　　　　］
著者名２　　［　　　　　　　　　　　　　　　］
著者名２点表［　　　　　　　　　　　　　　　］ 著者種別２［　　　　　　　］
著者名３読　［　　　　　　　　　　　　　　　］
著者名３　　［　　　　　　　　　　　　　　　］
著者名３点表［　　　　　　　　　　　　　　　］ 著者種別３［　　　　　　　］

製作者／製作館　［　　　　　　　　　　　　　　　　］
点訳者名　　　　［　　　　　　　　　　　　　］　発行年月　［　　　.　　　］
校正者名　　　　［　　　　　　　　　　　　　］　校正レベル［　　　　　　 ］

原本ISBN 　　  ［　　　　　］　原本JP番号［　　　　］　　BR番号［　　　　］
原本版次　　　［　　　　　　　　　　　　　　］　　原本出版年月［　　.　　］
原本出版者　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
原本出版者点表［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
原本叢書名　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　］

キーワード［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
内容紹介 :

備　　考 :

            

■入力画面

＝ 蔵書入力システム ＝               　　　 蔵書入力           　　　　　　   
受入日 [1996.10.31] 　　  メディア [　 - ]   　　登録番号 [   -    ]  　　
NDC [ 　 ]  　児童図書 [0] 　 郷土資料 [0]  　着手完成 [ - ]  　　
点訳広場 [ 　] 　 図書区分 [-] 　マスター [--]  　除籍区分 [ - ]  　　   

緑 重要項目
受入区分 [　 ]

完成予定日 [---.-.-]
除籍日 [---.-.-]

決 定 取 消 戻 るファイル入 戻メイン
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活動状況

　今年度は「日本の点字図書館No.14」を
発行しました。この他に、現在、児童図
書の利用に関する調査アンケートを行い、
集計中です。今後とも各施設のご協力を
お願いします。
　また、国立国会図書館視覚障害者図書
館協力室からの依頼で「点字雑誌一覧」
および「録音雑誌一覧」のデータを提供
することになりました。これは国立国会
図書館が発行している「点字図書・録音
図書全国総合図書目録データベース」（Ａ
Ｂ０１）に雑誌データも加えることにし
たためです。「一覧」に掲載されている
雑誌のうち、製作館で貸し出し可能なも
ののみ掲載の予定です。なお、これらの
雑誌データは、ＣＤ－ＲＯＭ版にも反映
され、1997年1号のＣＤ－ＲＯＭから検
索が可能となります。　　
  下記の、委員長の小野氏より寄せられ
たコメントで、委員会の様子も報告でき
ると思います。細かい作業が多い中、各
委員のご苦労がよくわかります。

委員長雑感

　サービス委員会では、毎年「点字図書
館（視覚障害者情報提供施設）の実態を
明らかにして問題を探り、その解決策を
検討し、図書館サービスの向上を計るた
め」職員・蔵書・雑誌・利用者・貸出・
相互貸借・その他の業務・経費・点訳者・
音訳者・点写者等にわたって調査を行っ
ています。この調査では、視覚障害者情
報提供施設の、年毎の蔵書推移・貸出推

移などや、各施設の利用状況も読み取る
ことが可能です。今年で、調査活動は
14回目を迎えました。
　委員会の開催状況は、今年度、第1回
委員会を5月28・29日、日本点字図書館
で開催しました。続けて7月16・17日に
第2回委員会（日本点字図書館）、9月10・
11日に第3回委員会（岐阜訓盲協会点字
図書館）、10月29・30日に第4回委員会（日
本点字図書館）、そして12月10・11日に
第5回委員会を日本点字図書館で行いま
した。
　委員会では、実態調査（質問項目の検
討、調査活動の日程の確認、調査票回収、
集計など）を主にしながら、今年度は調
査以外の作業についても行っていこうと
検討しました。調査以外の活動の手始め
としては、厚生省委託図書として配布を
受けている、児童点字図書の見直しにつ
いて検討することにし、各情報提供施設
や一部の盲学校などにアンケートを出し
ました。また視覚障害者情報提供施設サ
ービスの見直しを行い、「サービスのあ
り方の提言」の骨子を年度内を目途に作
成しようと考えています。その他に、こ
れまでの調査データをもとに、テーマを
決めて分析したり、この調査の利用につ
いて誰もがわかりやすい“アピール”を
行えたらと、調査活動の時間を工夫して、
具体化に取り組みたいと考えています。
　委員会の合間には回収した調査表の矛
盾点（各館の回答数字が前年度・前々年
度の数字と比較して矛盾がある、蔵書数・
利用者数の割には貸出数が多すぎる等々）

2. サービス委員会
メンバー紹介　　

　　委員長　小 野 俊 己（日本点字図書館）

　　委　員　工 藤 孝 雄（日本ライトハウス盲人情報文化センター）
    　　　　　江 尻 裕 樹（京都ライトハウス点字図書館）
    　　　　　下 村 光 子（静岡県点字図書館）
　　　　　　川 崎 　 弘（千葉点字図書館）
　　　　　　内 山 敏 子（岐阜訓盲協会点字図書館）　
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を確認・訂正後、集計一覧表及びその数
字をソートした一覧表を作成し、再度矛
盾点をチェックします。その上で分析の
為の表（委員会では分析コマといいます）
を多数作成し、分析を行うなどの作業を
各委員が行っております。
　分析をもとに、それぞれコメントも付
けていますので、各担当者が書き上げた
コメントの検討も行い、印刷発注に持っ
ていく手順になります。これら一連の作
業と並行して、調査から得た付帯調査の
データをもとに、毎年、点字雑誌一覧・
録音雑誌一覧・サービス一覧の作成発行
も行います。
　現在、委員は、千葉・東京・静岡・岐
阜・京都・大阪と、規模も、サービスエ
リアも異なる施設から派遣されています。
各人、サービスについても考え方は様々

です。また、抱えている業務も、その内
容も様々です。ほぼ、２ヶ月に１回の割
合で委員会活動が入ってくる中で、調査
活動と、それ以外のサービスのあり方を
考えていくのは、抱えている業務の合間
に行うのにも限界があります。委員会の
当日の夜は、お互いの抱えている悩みや、
問題を出し合ってのストレス解消にもな
っています。
　今年度からは、集計データの入力作業
に経費が認められました。その分あいた
時間を活用して、利用ニーズに即したサ
ービスのあり方を提言できるよう、委員
一同、後半も頑張っていきたいと思いま
す。
　各情報提供施設の皆さん、こんなサー
ビス委員会に、日頃から感じている、苦
言や提言をお寄せいただければ幸いです。

１．児童図書蔵書数（平成８年３月３１日現在）
　　なお、複部数あるものについては、受入れ台帳に記載されているものに限り、蔵
　書数に入れて下さい。

点字図書　　　　　　　タイトル　　　　　　　　　　　冊

録音図書　　　　　　　タイトル　　　　　　　　　　　巻

拡大図書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイトル

触る絵本 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイトル

その他（内容）

【参考】

　　　　以下の設問にお答え下さい
　　　　　　選択式の設問は該当するものに○をつけて下さい。
　　　　　　サ－ビスとして存在し実績があるが数値がわからないものは「不明」、
　　　　　　サ－ビスとして存在するが実績がないものは「０」、
　　　　　　サ－ビスとして実施していないものは「－」と回答して下さい。

施設名 回答者名

児童図書の利用に関する調査
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２．児童図書利用状況（平成７年度）　　　　

　　　  
　　　  
　　　  
　　　  
　　　  

３．児童図書の目録（利用者向け）はありますか。
　　　点字図書　　（１）ある　　最新版　　　　年　　　（２）ない
　　　録音図書　　（１）ある　　最新版　　　　年　　　（２）ない

４．児童図書のＰＲをしていますか。
　　　（１）している　　内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　（２）していない

５．登録者数（１６歳未満）　（平成８年３月３１日現在）

　　　  　　　　　　　　

６．所在地の都道府県内の視覚障害児数（１８歳未満）
　　　　　　　　　　　　　
　　　  　　　　　　　　　　  　　　              
              
７．児童図書の蔵書製作（平成７年度）

　　　  
　　　  
　　　  
　　
　　　  

　８．児童用資料のプライベ－ト製作（平成７年度）　　　　　　　　　　　
　　　　（対象年齢１６歳未満、教科書・学習参考書類を含む）

　　　  
　　　 
　　　  
　　　  

　９．厚生省委託児童図書の必要性について
　　　（１）必要（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　（２）不要（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　（３）どちらともいえない
１０．その他、お気付きの点、ご意見など何でも結構ですのでお書き下さい。

　　ご協力ありがとうございました。

点訳　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　　ページ

音訳　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　　　時間

拡大資料　　　　　　　　件　　　　　　　　　　　ページ

その他（内容）

点字図書　　　　　　　タイトル　　　　　　　　　　　冊

録音図書　　　　　　　タイトル　　　　　　　　　　　巻

拡大図書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイトル

触る絵本 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイトル

その他（内容）

点字図書　　　　　　　タイトル　　　　　　　　　　　冊

録音図書　　　　　　　タイトル　　　　　　　　　　　巻

拡大図書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイトル

触る絵本 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイトル

その他（内容）

人

人（うち点字触読者　　　　　人）
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録音委員会（岡山）

第２回政策委員会（岡山）

全点協岡山大会（岡山）

第３回政策委員会（岡山）

サービス委員会（東京）

第１５回（第１回後期）音訳指導員資格認定講習会（東京）

てんやく広場運営委員会（岐阜）

手で見る彫刻展（東京）

てんやく広場研修会（岩手）

日盲社協理事会・評議員会（東京）

板山賢治さん叙勲記念特別講演会・受章祝賀会（東京）

第２回日盲社協芸術文化祭　愛・ＥＹＥフェスティバル

（目と手で見る美術展、日本ライトハウス盲人情報文化センター）

 同上

（きらめきコンサート＆インタッチ・ギャラリー、メルパルク大阪）

サービス委員会（東京）

　平成８年も暮れようとしています。今年の出来事で特筆すべきは、何と言っても、
組織名称の変更に基づく情報提供施設としての新たな出発でしょう。しばらくは使い
慣れた「点字図書館」を「情報提供施設」とか「情報部会」とは言いにくいかもしれ
ません。しかし、意識して言葉に慣れ、役割の内容においても情報提供施設の名称に
ふさわしいとの評価を得られるよう、お互いに助け合い、努力し合うよう心がけたい
と願っています。
　点字図書館、情報提供施設に変化あり、と頼られ、８％の利用率がせめて２ケタに
上がるよう願いつつ、第９号をお届けいたします。（川越）

編集後記

１０月２３日(水)

１０月２４日(木)

１０月２４日(木)～２６日(土)

１０月２６日(土)

１０月２９日(火)～３０日(水)

１１月２７日(水)～２９日(金)

１２月２日(月)～４日(水)

１２月３日(火)～１５日(日)

１２月５日(木)

１２月６日(金)

１２月６日(金)～９日(月)

１２月１０日(火) 

１２月１０日(火)～１１日(水)

カレンダー


